
 

 

 

 

情報通信審議会議事規則の一部改正について 
～情報通信審議会決定第８号「専決事項」の一部改正～ 

 

 

１ 目 的  

電気通信番号は、国民共有の有限な資源であり、電気通信サービスの円滑

な提供のため、国が一元的に管理しているものである。 

ネットワークのＩＰ化が進展する中、固定通信と移動通信の融合サービス

であるＦＭＣを始め、新たなサービスが今後とも登場することが予想される。

このため、電気通信番号に係る政策課題も、数多く生じることが予想され、

課題ごとに適時適切な対応が求められることから、常設の検討の場において

検討を行うことが必要である。 

このため、電気通信番号に係る制度全般について、広く審議を求める必要

があることから、電気通信番号に係る制度について検討を加える諮問事項に

ついて、電気通信事業部会の専決事項に加え、電気通信事業部会で検討する

こととする。 

 

２ 概 要  

  電気通信番号に係る制度について検討を加える諮問事項については、電気

通信事業部会の専決事項とする。 

 

３ 内 容  

  平成１６年１月２８日付け情報通信審議会決定第８号「専決事項」につい

ての一部改正 

 

資料１５－３ 
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情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
（
平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日
情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号
）
の
一
部
改
正
（
案
） 

 

 
 
 
 
 

平
成
十
八
年
八
月
一
日 

 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
九
号 

  

情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
（
平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日
情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  

別
記
二
の
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る 

 

５ 

電
気
通
信
番
号
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項
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情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
（
平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日
情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号
）
の
一
部
改
正
（
案
）
新
旧
対
照
条
文 

 

○
情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号
（
平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）  

 

別
記
二 

電
気
通
信
事
業
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
～
二
（
略
） 

三 

専
決
事
項 

 
 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と 

す
る
。 

 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
六
十
九
条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

 

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

 

３ 

接
続
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

 

４ 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
公
益
事
業
者
の
電
柱
・
管
路
等
の
使 

用
に
関
す
る
事
項 

 

５ 

電
気
通
信
番
号
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

四 

委
員
会
（
略
） 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

案 

別
記
二 

電
気
通
信
事
業
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 一
～
二
（
略
） 

三 

専
決
事
項 

 
 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と 

す
る
。 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
六
十
九
条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

 

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

 
３ 

接
続
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

 
４ 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
公
益
事
業
者
の
電
柱
・
管
路
等
の
使 

用
に
関
す
る
事
項 

 

四 

委
員
会
（
略
） 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 
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○
情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平
成
十
三
年
一
月
十
七
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
一
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
三
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
四
号 

平

成

十

四

年

八

月

七

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
正 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
七
号 

平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号 

 

平

成

十

八

年

八

月

一

日 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
九
号   

（
目
的
） 

第
一
条 

情
報
通
信
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続

そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
会
議
の
招
集
） 

第
二
条 

審
議
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集
す

る
。 

２ 

会
長
は
、
会
議
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
（
議
事
に
関
係
の

あ
る
臨
時
委
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
対
し
あ
ら
か
じ
め
議
題
、
日
時

及
び
場
所
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

会
長
は
、
特
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
に
対
し

文
書
に
よ
る
審
議
を
行
う
こ
と
を
通
知
し
、
会
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

な
お
、
こ
の
会
議
を
行
っ
た
場
合
は
、
会
長
が
召
集
す
る
次
の
会
議
に

報
告 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
議
長
） 

第
三
条 

会
長
は
、
総
会
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。 

（
諮
問
及
び
答
申
等
） 

第
四
条 

審
議
会
に
対
す
る
諮
問
は
、
総
務
大
臣
は
文
書
を
も
っ
て
行
い
、

か
つ
、
効
率
的
な
審
議
が
行
え
る
よ
う
に
必
要
な
資
料
を
添
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

２ 

審
議
会
の
答
申
又
は
意
見
は
文
書
を
も
っ
て
行
う
。 

３ 

会
長
は
、
委
員
の
中
か
ら
起
草
委
員
を
命
じ
、
答
申
又
は
意
見
の
案
の

起
草
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

答
申
書
は
、
委
員
の
間
に
お
い
て
見
解
の
分
か
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

複
数
の
意
見
を
並
記
す
る
な
ど
、
審
議
の
結
果
と
し
て
委
員
の
多
様
な
意

見
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

（
意
見
の
聴
取
） 

第
五
条 

審
議
会
は
、
そ
の
調
査
審
議
に
当
た
り
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
調
査
審
議
事
項
と
関
連
す
る
利
害
関
係
者
そ
の
他
の
参
考
人
か
ら
公

聴
会
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
前
項
に
よ
る
ほ
か
、
国
民
生
活
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
事
項
を
調
査

審
議
す
る
に
当
た
り
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
広
く
国
民
か
ら
意
見
を

改 正 後
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募
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

審
議
会
は
、
前
二
項
の
意
見
の
聴
取
又
は
募
集
に
係
る
事
項
の
調
査
審
議

に
当
た
り
、
聴
取
又
は
募
集
し
た
意
見
を
参
考
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
に
よ
り
聴
取
又
は
募
集
し
た
意
見
は
、
こ
れ
を
整
理

し
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
の
出
席
） 

第
六
条 

会
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
の
職
員
の
会
議
へ
の
出
席

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
議
事
録
） 

第
七
条 

審
議
会
は
、
開
催
し
た
会
議
に
つ
い
て
議
事
録
を
作
成
し
、
次
の
事

項
を
記
載
す
る
。 

一 

開
催
の
日
時
（
開
会
及
び
閉
会
の
時
刻
を
含
む
。）
及
び
場
所 

二 

出
席
し
た
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名 

三 

出
席
し
た
利
害
関
係
者
及
び
そ
の
他
の
参
考
人
の
氏
名 

四 

出
席
し
た
関
係
職
員
の
所
属
及
び
氏
名 

五 

議
題 

六 

調
査
審
議
の
内
容 

七 

議
決
事
項 

八 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 ２ 

議
事
録
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
の
委
員
等
の
確
認
を
得
て
作
成
し
、

会
長
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

（
議
事
録
等
の
保
存
） 

第
八
条 

会
議
に
配
付
さ
れ
た
資
料
及
び
議
事
録
（
以
下
「
議
事
録
等
」
と
い

う
。）
は
、
審
議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
保
存
す
る
。 

（
会
議
の
公
開
） 

第
九
条 

会
議
は
、
次
の
場
合
を
除
き
、
公
開
す
る
。 

 

一 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
六
十
九
条
第
一
号
（
同
法
第
三
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
接
続
約
款
の
認
可
を
除
く
。）
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

事
項
に
関
す
る
審
議 

二 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
、
第
三
号
及

び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
審
議 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者

又
は
第
三
者
の
権
利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
そ
の
他
の
会
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
に
あ
っ

て
は
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

議
事
録
等
は
、
審
議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
閲
覧
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
議
事
録
等
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
又

は
第
三
者
の
権
利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

そ
の
他
の
会
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
、
そ
の
全

部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
議
を
非
公
開
と
す
る
場
合
又
は
前
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
等
を
非
公
開
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
公

表
す
る
。 

５ 

議
事
録
が
公
開
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
審
議
会
の
事
務
局
は
、
議
事
概
要

を
速
や
か
に
作
成
し
、
会
長
の
承
認
を
得
て
公
開
す
る
。 

（
分
科
会
） 

第
十
条 
情
報
通
信
技
術
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。）
の
議
事
の
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手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

を
準
用
す
る
。 

２ 

分
科
会
へ
の
付
議
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
及
び
分
科
会
長

が
協
議
す
る
。 

３ 

分
科
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
部
会
） 

第
十
一
条 

審
議
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

一 

情
報
通
信
政
策
部
会 

二 

電
気
通
信
事
業
部
会 

三 

有
線
放
送
部
会 

２ 

分
科
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

 

一 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｒ
部
会 

 

二 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｔ
部
会 

３ 

審
議
会
又
は
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審

議
さ
せ
る
た
め
部
会
（
以
下
「
特
別
部
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。 

４ 

部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第

九
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

５ 

部
会
へ
の
付
議
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
又
は
分
科
会
長
及

び
関
係
部
会
長
が
協
議
す
る
。 

６ 

部
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
付
議
に
係
る
審
議
会
又
は
分
科
会
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
部
会
の
所
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

前
条
第
一
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
別
記
一
か
ら
別
記
三
の
と

お
り
と
す
る
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

前
条
第
三
項
の
特
別
部
会
の
所
掌
は
、
そ
の
設
置
の
と
き
に
審
議
会
又

は
分
科
会
に
お
い
て
定
め
る
。 

   
 

附 

則 
 
 

平
成
十
三
年
一
月
十
七
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
一
号 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平
成
十
三
年
三
月
二
十
八
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
四
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平

成

十

四

年

八

月

七

日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
七
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
四
年
八
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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附 
則 

 
 

平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平

成

十

八

年

八

月

一

日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
九
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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情
報
通
信
政
策
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

委
員
等 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員 

二 

所 

掌 

１ 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
基
本
的
か
つ
総
合
的
な

政
策
に
関
す
る
調
査
審
議
（
他
部
会
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
） 

２ 

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
、
身
体
障
害
者

の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑

化
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
情
報
処
理
の
促
進
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
処
理
す
る
事
項
に
関
す
る
こ
と 

３ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
今
後
の
発
展
方
策
に
関
す
る
こ
と 

三 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会

の
決
議
と
す
る
。 

１ 

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
に
規
定
す
る
実

施
指
針
に
関
す
る
こ
と 

２ 

身
体
障
害
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・
放
送
身
体
障

害
者
利
用
円
滑
化
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る

基
本
方
針
に
関
す
る
こ
と 

３ 

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
電
子
計
算

機
高
度
化
計
画
に
関
す
る
こ
と 

五 

委
員
会 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査 

す
る
た
め
、
主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関 

し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

        

別

記

一
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電
気
通
信
事
業
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 一 

委
員
等 

 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

二 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
及
び
有
線
放
送
電
話

業
務
の
規
律
に
関
す
る
調
査
審
議 

三 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
六
十
九
条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

３ 

接
続
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

４ 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
公
益
事
業
者
の
電
柱
・
管
路
等
の
使
用

に
関
す
る
事
項 

５ 

電
気
通
信
番
号
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

四 

委
員
会 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

 

附 

則 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十

五
号
。
以
下
「
平
成
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
及
び
電
気
通
信
分
野
に
お
け
る

規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
五
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。）
附
則
第
六

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る

諮
問
事
項 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
十
五
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
平
成
十
年
改
正
法
附
則

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
た
だ
し

書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

３ 

平
成
十
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事

業
法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
「
聴
聞
の
主
宰
者
」
の
推
薦 

 

別

記

二
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有
線
放
送
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

委
員
等 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

二 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
有
線
放
送
の
規
律
に
関
す
る
調
査
審

議 

三 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

１ 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

四 

委
員
会 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

 

 

別

記

三
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（別添資料） 

電気通信番号に関する当面の検討課題について 

 

 

 

１．ＦＭＣ等の新サービスの導入に向けた検討 

① FMC（Fixed-Mobile Convergence：固定通信と移動通信の融合サービス）等の新たな

サービスに利用可能な電気通信番号の在り方については、総務省総合通信基盤局長の主

催する「IP 時代における電気通信番号の在り方に関する研究会」において、検討。 

② 第二次報告書（本年６月１６日公表）において、FMC 等の新サービスに利用可能な番

号として、新規番号としては０６０番号が利用可能であり、既存番号としては、サービ

スの具体的範囲・提供条件を明確化した上で、携帯電話番号（080/090）、PHS 番号（070）

及び IP 電話番号（050）をそれぞれ利用可能とすることが適当とされた。 

③ 今後、これら新サービスの導入に向け、主として以下の項目の検討を行い、所要の規

定の整備を行う必要がある。 

 - ＦＭＣサービス範囲の定義・条件の検討 

 - 新規ＦＭＣ用番号（０６０）に係る品質等の指定要件の検討 

 - 既存番号を利用する際のサービスの具体的範囲・提供条件の検討、番号指定要件等の変

更の要否 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他の検討課題【中長期的な検討】

 今後のネットワークのＩＰ化や市場統合の進展等に対応し、ＩＴＵ等における検討状況

も踏まえつつ、次世代ネットワークにおける番号政策の在り方や、利用者保護策等につい

て検討を進めることが必要。 

また、ＩＰ化の進展の中で、ＦＭＣに限らず、既存の電気通信番号体系に照らして整理

が必要な新サービスの出現等に応じ、利用者利便の確保等の観点を踏まえ、適時適切に検

討を行う必要がある。その際、番号ポータビリティ等についても検討を進めることが求め

られる。 

ＦＭＣサービスの典型例

携帯電話網

固定電話網

HLR

アクセスポイント
（無線LAN親機等）

携帯電話網在圏時

端末の在圏情報

GW
宅内無線LAN在圏時

無線LAN圏内

ＩＰ電話網

ユーザＡ外出時

携帯電話圏内

ユーザＢ

ユーザＡ在宅時
ワンナンバー（１番号）
で発信

※ＨＬＲ：Home Location 
Register

１端末
（ワンフォン）

ワンコール（１通話）で
着信
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